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News letter

　2022年4月号のニュースレターを

お届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等

があれば、当事務所までお問い合

わせください。
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◆3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

◆育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化

◆学生期間中の納付が猶予される国民年金保険料

◆試用期間の位置づけと労働条件の設定



1.2022年度の健康保険料率
　協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部
別の保険料率が設定されており、2022年3月
分から適用される健康保険料率は下表のとお
りとなりました。
　全都道府県のうち、もっとも高い保険料率は
佐賀県の11.00％、もっとも低い保険料率は新潟
県の9.51％となっており、佐賀県と新潟県の保険
料率の開きはかなり大きなものになっています。

2.引下げとなった介護保険料率
　介護保険の保険料率は毎年見直しが行わ
れますが、2022 年3月分からは、1.80％から
1.64％への引下げとなりました。

3.2022年度の労働保険料の率
①労災保険率
　労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間
の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直
されることになっています。2022年度は見直し
年に該当しないため、変更されない予定です。
②雇用保険料率
　雇用保険料率は毎年度、財政状況に照らして
見直しがされますが、2022年4月1日から9月
30日まで、10月1日から2023 年3月31日ま
での2つの期間で料率が変更になる見込みで
す。2022年3月15日現在、国会で審議が行わ
れている状況です。
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3月分以降の協会けんぽの
健康保険料率・介護保険料率
全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分（4月納
付分）から見直しが行われており、2022年度の各都道府県の健康保険料率も変更、公開されま
した。

　新たな健康保険料率および介護保険料率を確認するとともに、変更時には徴収のタイミング
の間違いや保険料率の変更漏れがないようにしましょう。

支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率
北海道 10.39% 東京都 9.81% 滋賀県 9.83% 香川県 10.34%
青森県 10.03% 神奈川県 9.85% 京都府 9.95% 愛媛県 10.26%
岩手県 9.91% 新潟県 9.51% 大阪府 10.22% 高知県 10.30%
宮城県 10.18% 富山県 9.61% 兵庫県 10.13% 福岡県 10.21%
秋田県 10.27% 石川県 9.89% 奈良県 9.96% 佐賀県 11.00%
山形県 9.99% 福井県 9.96% 和歌山県 10.18% 長崎県 10.47%
福島県 9.65% 山梨県 9.66% 鳥取県 9.94% 熊本県 10.45%
茨城県 9.77% 長野県 9.67% 島根県 10.35% 大分県 10.52%
栃木県 9.90% 岐阜県 9.82% 岡山県 10.25% 宮崎県 10.14%
群馬県 9.73% 静岡県 9.75% 広島県 10.09% 鹿児島県 10.65%
埼玉県 9.71% 愛知県 9.93% 山口県 10.15% 沖縄県 10.09%
千葉県 9.76% 三重県 9.91% 徳島県 10.43%

2022年3月分からの健康保険料率 （各都道府県支部別）
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1.雇用環境整備として 
    実施すべきこと

　育児休業と出生時育児休業（産後パパ育休）
の申出が円滑に行われるようにするため、企業
は以下のいずれかの措置を講じる必要がありま
す。

　いずれの措置を選択するかは企業に委ねられ
ていますが、複数の措置を行うことが望ましいと
されています。

2.整備を進める上での留意点
　4つの措置を講じる上では、それぞれ以下の
ような留意点があります。
①研修
　研修の対象者は、全従業員とすることが望ま
しいとされていますが、少なくとも管理職は、研

修を受けたことがある状態にすることが必要で
す。
②相談体制の整備
　相談体制の整備として窓口を設置したり、相
談対応者を置いた上で、それを周知します。窓口
を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が
できることが必要であり、また、従業員に対して
窓口を周知する等して、従業員が利用しやすい
体制を整備しておくことが必要です。
③取得事例の収集・提供
　取得事例を収集・提供する際は、あくまでも
自社の事例を対象にする必要があり、収集した
事例が掲載された書類を配付したり、イントラ
ネットへ掲載したりすることで、従業員へ周知し
ます。提供する取得事例を特定の性別や職種、
雇用形態等に偏らせず、可能な限り様々な従業
員の事例を収集・提供することにより、特定の
従業員からの育児休業の申出を控えさせること
に繋がらないように配慮することが必要です。
④方針の周知
　方針の周知では、育児休業に関する制度と育
児休業の取得の促進に関する企業の方針を記
載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示
することが必要です。
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育児休業を取得しやすい
雇用環境整備の義務化
2022年4月施行の改正育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（以
下、「雇用環境整備」という）および妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確
認の措置の実施が企業に義務付けられ、また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩
和が行われました。このうち、雇用環境整備として実施が求められる事項について確認します。

　2022年 10月に産後パパ育休の制度が始まることにより、男性の育児休業の取得にフォーカ
スが当たり、関心が高まることが予想されます。管理職が育児休業に関する制度を理解していな
いことにより、育児休業等にかかるハラスメントが発生するといったことがないよう、雇用環境
の整備を進めることが必要です。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修　 
　 の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談 
　 体制の整備等（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育 
　 休の取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育 
　 休制度と育児休業取得促進に関する方 
　 針の周知
※産後パパ育休は 2022年 10月以降が対象
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そうですね。新入社員の場合、給与額がさほど多くないと思いますので、追納するのも大
変かもしれませんが、計画的に支払うことがよいのかもしれません。 
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学生期間中の納付が猶予される
国民年金保険料
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形
式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

4月に入社した従業員から、大学在学期間中に国民年金保険料の納付の猶予を受けてい
たが、これはどのようにしたらよいのかという相談がありました。そもそも猶予の制度自体
を知らないのですが、何かすべきことがあるのでしょうか。

学生納付特例ですね。この特例は、保険料の納付が申請により免除されますが、老齢基
礎年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に算入され、病気やけがで障害が
残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。注意点として、受給資格を判断す
る期間には算入されますが、年金額には反映されないことがあります。

年金額に反映されないということは、将来の年金額が減ることがあるということですか？
従業員にはどのように回答するとよいのでしょうか？

年金額が減ることについて、特に問題視されないようであれば、手続きを踏む必要はあり
ませんが、学生納付特例は、10 年以内であれば後から納めることができます（追納）。そ
のため、追納制度があることを伝えるとよいかと思います。なお、学生納付特例の承認を
受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、保険料に経過期間に
応じた加算額がプラスされます。

今日は学生納付特例のお話でしたが、この学生納付特例を利用しない場合、国民年
金保険料は1ヶ月16,590 円であり、まとめて1年分を前納すると、口座振替の場合に
194,910 円（毎月納める場合より4,170 円の割引）、現金納付の場合は195,550 円
（毎月納める場合より3,530 円の割引）となります（いずれも2022年度の額）。

簡単にいうと、3年以内であれば、その当時の保険料の金額を支払えばよく、それ以降に
なると支払う金額が多くなるということですね。

そうですね。伝えることにします。

まとめると割引があるとは驚きました。様々な制度があるのですね。

社労士

ONE 
POINT

① 学生納付特例の承認を受けた期間があると、国民保険料を全額納付したときに比べ、将　 
　 来受け取る老齢基礎年金額が少なくなる。
② 学生納付特例を受けていた場合、10 年以内であれば追納することができるが、承認を受 
　 けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経 
　 過期間に応じた加算額がプラスされる。　 
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1.試用期間の位置づけ
　試用期間は、採用後に自社の従業員として中
長期的にふさわしい人材であるかを判断するた
めの位置づけとされています。試用期間を設定す
ること自体に法令上の問題はありませんが、試
用期間であれば自由に解雇や試用期間満了で
退職とすることができるわけではなく、契約を終
了するときには相応の理由が求められます。
　また、労働基準法では「試みの使用期間中」
として入社後14日以内の従業員について、解雇
予告の適用を除外していますが、この場合であっ
ても、自由に解雇ができるわけではありません。
　なお、一般的に試用期間を3ヶ月から6ヶ月
程度として定める企業が多くありますが、試用
期間中の従業員の身分は本採用後と比較して、
不安定なものとなるため、極端に長い期間を設
定することは、裁判で無効とされるリスクがあり
ます。

2.試用期間中の労働条件
　従業員の労働条件は、法令に違反しない限
り自由に設定することができ、試用期間中につ

いて、本採用後と異なる労働条件を設定するこ
とも可能です。この場合、求人募集の際にその
内容を明記しておく必要があります。
　例えば、ハローワークで求人を申込む際には、
試用期間中の労働条件について異なるかを確
認し、異なる場合には、試用期間中の労働条件
をできる限り詳しく記入することになっています。

3.就業規則へ規定すべき事項
　試用期間を設定する際には、試用期間に関
する事項を就業規則に規定しておく必要があり
ます。規定する事項としては以下のようなものが
挙げられます。
①試用期間の目的
②試用期間の長さ
③試用期間中の賃金やその他の労働条件
④本採用しない場合の基準
⑤試用期間の延長に関する事項
⑥勤続年数の算定にかかる試用期間の取扱い
　就業規則にこれらの事項が定められているこ
とを確認するとともに、採用時には試用期間が
あり、従業員としての適格性等を判断している旨
を従業員に説明しておくことが重要です。
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試用期間の位置づけと
労働条件の設定
採用後、その従業員の能力や適性を判断する期間として、試用期間を設定する企業が多くあり
ます。試用期間を設定するか否かは企業の判断になりますが、設定する際には、運用上の留意点
があるため、その内容を確認しておきましょう。

　試用期間を設定している企業においても、その管理ができておらず、知らないうちに試用期間
が終了し、自動的に本採用になっていたということがあるようです。試用期間を機能させるために
は、試用期間が終了する前に直属の上司から従業員の勤務態度をはじめとした適格性等につい
て確認し、必要に応じた教育を行うといった運用をすることも試用期間を設定する上でのポイン
トとなります。

社会保険労務士法人D・プロデュース
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学歴計の平均は19万円台
　上記調査結果から、企業規模10～99人の
事業所における新卒者の所定内給与額（2020
年6月分）をまとめると、下表のとおりです。
　学歴計の産業計をみると、男女ともに19万
円台でした。産業別では、男性は金融業，保険
業と不動産業，物品賃貸業が、女性は情報通信
業が最も高くなりました。

大学卒の平均は20万円超
　大学卒の産業計は男女とも21万円を超え、
女性の金額が男性を上回りました。産業別では

男女ともに卸売業，小売業が最も高く、どちらも
22万円を超えました。また、女性の金額が男性
より高い産業が多くなりました。

高校卒は17万～18万円台
　高校卒の産業計は男性が18万円台、女性が
17万円台でした。産業別では男性が運輸業，
郵便業と不動産業，物品賃貸業が、女性は運輸
業，郵便業が最も高くなりました。

　ここで紹介したのは6月分という比較的初任
給に近いデータで、初任給相場の参考にもなる
のではないかと思われます。 

産業別にみる新卒者の給与データ
4月には新入社員を迎える企業もあることでしょう。ここでは、 2022年2月時点の最新調査結
果※から、新規学卒者（以下、新卒者）の給与に関するデータをみていきます。

※厚生労働省「令和 2年賃金構造基本統計調査」
　産業別に抽出した約78,000事業所を対象に、2020年6月分の賃金等について同年7月に行われた調査です。有効回答率は70.2％です。所定内給与額とは、
労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により 6月分として支給された現金給与額（きまって支給する現金給与額）のうち、超過労働給与
額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいいます。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429

厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」より作成

新卒者の所定内給与額 （2020年6月分、千円）
学歴計 大学 高校

男性 女性 男性 女性 男性 女性
産業計 197.6 195.6 210.8 214.7 180.2 172.2
建設業 198.1 191.4 213.8 218.2 187.6 179.5
製造業 185.2 184.2 208.8 212.5 171.9 169.8
電気・ガス・熱供給・水道業 198.1 162.0 218.5 - 179.2 162.0
情報通信業 205.6 209.9 206.0 213.1 171.7 170.3
運輸業，郵便業 202.1 193.7 212.3 214.9 191.7 179.9
卸売業，小売業 204.7 202.0 224.5 227.3 177.7 162.5
金融業，保険業 207.8 201.7 212.1 212.8 154.4 163.8
不動産業，物品賃貸業 207.8 198.5 209.7 207.7 191.7 174.8
学術研究，専門・技術サービス業 205.0 197.1 211.9 216.8 179.7 177.7
宿泊業，飲食サービス業 178.2 172.8 183.2 194.3 174.9 163.1
生活関連サービス業，娯楽業 185.9 185.8 195.0 191.1 168.9 175.1
教育，学習支援業 199.2 198.9 208.9 210.0 159.2 169.3
サービス業 （他に分類されないもの） 200.3 197.1 214.7 212.1 188.3 178.6
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ランサムウェアが1位に
　上記発表は、 2021年に発生した社会的に
影響が大きかったと考えられる情報セキュリ
ティにおける脅威を、組織向けと個人向けに分
けてIPAがまとめたものです。そのうち、組織向
けの情報セキュリティにおける10大脅威は、表
1のとおりです。

　1位のランサムウェアによる被害は、感染す
るとパソコンやサーバ内に保存しているデータ
が勝手に暗号化され、使用できなくなったり、
端末自体が操作不能になったりします。そして、
この暗号化などの制限を解除するために身の
代金を要求されるのが特徴です。

　その他、標的型攻撃やテレワーク等を狙った
攻撃も上位になっています。

50％以上が被害に
　次に総務省の調査結果から、情報通信ネット
ワークやインターネットを利用している企業に
おける、セキュリティ侵害の状況をまとめると、
表2のとおりです。

　　　

　

　何らかの被害を受けた割合は、50％を超えま
した。被害の内容では、標的型メールが送られ
てきた、ウィルスを発見又は感染が30％を超え
ました。

自社に適した対策を
　情報セキュリティ対策は、自社の状況に適
した対策を講じる必要があります。IPAでは、
WEBサイト上で中小企業などに向けたセキュ
リティ対策情報を提供しています。こうしたサイ
トなども確認されてはいかがでしょうか。
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情報セキュリティ10大脅威と
被害の状況
情報セキュリティに関する事件や事故は、日々さまざまな形で発生しています。ここでは、今年
1月に独立行政法人情報処理推進機構（以下、IPA）が発表した「情報セキュリティ10大脅威
2022」 ※1と、企業の実際の被害状況に関する総務省のデータ※2をみていきます。

※ 1独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2022」を公開
　2022年1月に発表されました。詳細は次の URLのページから確認いただけます。https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html

※ 2総務省「令和 2年通信利用動向調査（企業編）」
　2021年 6月に発表された 2020年 8月末時点の調査結果です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
　https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202000_002.pdf

【表1】組織向けの情報セキュリティ10大脅威

IPA「情報セキュリティ10大脅威2022」より作成

1位 ランサムウェアによる被害
2位 標的型攻撃による機密情報の窃取
3位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
4位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃
5位 内部不正による情報漏えい
6位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加
7位 修正プログラムの公開前を狙う攻撃 （ゼロデイ攻撃）
8位 ビジネスメール詐欺による金銭被害
9位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止

10位 不注意による情報漏えい等の被害

【表2】セキュリティ侵害の状況 （複数回答、％）

総務省「令和2年通信利用動向調査（企業編）」より作成

何らかの被害を受けた 53.7
　　標的型メールが送られてきた 34.3
　　ウィルスを発見又は感染 34.8
　　不正アクセス 4.2
　　　スパムメールの中継利用・踏み台 9.7
　　DoS （DDoS）攻撃 2.4
　　ホームページの改ざん 0.5
　　故意・過失による情報漏えい 0.5
　　その他の被害 1.1
特に被害はない 45.6
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4月から新入社員を受け入れる事業者は、オリエンテーションをしっかり行いましょう。また、月
末からの大型連休に備え、休業日状況の確認を行いましょう。

　2022年4月から、中小企業においてもパワーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。ハラスメントに関す
る規程の整備や、相談窓口の設置、社員教育などの取組を行うことが求められます。

　2022年4月以降、改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務として、運転前後のアルコール
チェックの確認、及び記録の保存が義務付けられます。

　住民税の徴収方法が特別徴収である事業者で、 4月1日現在で昨年の給与支払報告書を提出した社員のうち、給与の支
払を受けなくなった社員がいる場合には、 4月15日までにその社員が住んでいる市区町村長に届出をします。

　2022年度の雇用保険料率は2022年4月1日から9月30日まで、10月1日から2023年3月31日までの2つの期間で
料率が変更になる見込みです。2022年3月15日現在、国会で審議が行われている状況です。
　2022年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、 3月分（4月納付分）からの適用となります。

　新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社し
た者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことに
なっています。

　改正育児介護休業法の施行により、 2022年4月から、妊娠・出産の申出をした従業員に対し、育児休業に関する制度や
育児休業給付の仕組などについて個別に周知をした上で、休業の取得意向の確認を行うことが義務付けられます。

　令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な場合は、 2022年4月15日まで
の間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出ることができます。贈与税など申告所得税以外も同じ取扱いです。

簡易な方法による令和3年分確定申告の申告・納付期限の延長申請

育児休業等の個別周知 ・ 意向確認の義務化

パワーハラスメント防止対策の義務化 （中小企業）

アルコールチェックの義務化

給与支払報告にかかる給与所得者異動届出

社会保険料率の変更

労働者名簿の調製

06

07

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　WOR K R EMINDER
4月号 / 2022
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取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎま
しょう。特に、月末月初の資金繰りは要注意です。

日 曜日 六曜 項　　目
1 金 先負
2 土 仏滅
3 日 大安
4 月 赤口
5 火 先勝 清明
6 水 友引
7 木 先負
8 金 仏滅
9 土 大安

10 日 赤口

11 月 先勝 ●源泉所得税・復興所得税・住民税特別徴収分の納付 （3月分）

12 火 友引
13 水 先負
14 木 仏滅

15 金 大安
●給与支払報告にかかる給与所得者異動届の提出 
●簡易な方法による申告・納付期限延長の申出最終日 

16 土 赤口
17 日 先勝
18 月 友引
19 火 先負
20 水 仏滅 穀雨

21 木 大安 ●所得税及び復興特別所得税の確定申告納付振替日 （原則・口座振替の場合）

22 金 赤口
23 土 先勝
24 日 友引
25 月 先負

26 火 仏滅 ●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日 （原則・口座振替の場合）

27 水 大安
28 木 赤口
29 金 先勝 昭和の日

30 土 友引

●固定資産税 （都市計画税）の第1期分の納付　※市町村の条例で定める日まで 
●健康保険・厚生年金保険料の支払 （3月分） （5月2日期限） 
●労働者死傷病報告書の提出 （休業4日未満の1月～3月の労災事故について報告）（5月2日期限）

お仕事カレンダー　WOR K CA LENDA R
4月号 / 2022
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春寒料峭。 

朝晩の寒暖差も激しく、毎日のコーディネートに頭を悩ませる今日この頃。 

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

Ｄ・プロデュースの千葉です。お世話になっております。 

 

3/16の福島県沖を中心にした震度 6強の大きな地震。 

家屋の倒壊や死傷者が発生した情報をニュースで見るたび胸が痛くなりました。 

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

 

我が家では大きな地震が起きるたび、避難場所の確認などを 

それとなく家族で話す習慣があります。 

ただ、それぞれが社会人で日中は全く違う場所で勤務をしているため 

公共交通機関がダウンしてしまえば避難場所に到着するのも数日はかかってしまうかもし

れません。 

電話や SNSも繋がらなくなってしまえば、安否確認も難しくなってしまいます。 

 

そこで先日調べたのが災害伝言ダイヤルです。 

ご存じの方も多いかと思いますが、これは災害により電話が繋がりにくい状況になった場

合に提供が開始されるNTTの電話サービスです。 

「171」にダイヤルした後、ガイダンスに従い操作すると 

音声を録音したり、録音された音声を聞くことができます。 

短い時間でも家族の声を聴くことが出来れば安心できますし、その後の行動も決めやすい

ですよね。 

 

災害がいつ私たちを襲うかは誰にもわかりません。 

それでもその時までにできる備えは沢山あります。 

平和な毎日を過ごせることを願いながら、今日は乾パンの消費期限を確認したいと思いま

す。 
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